
滋賀医科大学男女共同参画推進基本計画（マスタープラン）

滋賀医科大学は、男女共同参画社会の実現に向けて大学が果たすべき責務を自覚し 「滋賀医科、

大学男女共同参画推進基本計画」を策定する。

（基本理念）

男女共同参画社会基本法は、男女共同参画社会の実現が２１世紀の我が国社会を決定する最重要

課題と位置付け、男女は互いに人権を尊重し、責任を分かち合い、個性と能力を十分に発揮するこ

とを求めている。一方、高等教育機関である大学は、人類の福利と平和に貢献しながら、積極的に

男女の社会的な偏りを是正し、男女共同参画社会の形成に寄与すべき任を負っている。

滋賀医科大学は、学長メッセージに則り、男女が対等な構成員として、教育、研究、診療、社会

貢献及び大学運営を行うことにより、男女共同参画社会の実現に貢献する。

（基本方針）

基本理念を具体化するため、滋賀医科大学の全構成員の共通目標として、以下のような基本方針

を確認する。

１．教職員の人的構成における男女格差の是正

２．大学運営における意思決定への女性の参画拡大

３．教育・研究・就労・修学と家庭生活との両立支援

４．性差別のない環境の構築

５．男女共同参画に関する意識改革のための教育、広報・啓発活動

６．男女共同参画に関する取組みの地域社会との連携

７．女性を意識した環境整備

（行動計画（アクションプラン ））

基本方針に基づく具体的な取組み内容として、以下の行動計画を掲げる。大学及び各部局は、行

動計画に基づいて数値目標を設定し、計画的に取組みを推進する。また、大学及び各部局は、目標

の達成度について中間評価を実施し、公表する。

１．教職員の人的構成における男女格差の是正

１）教職員の男女比率を改善するため、積極的な広報と公募方法の見直しにより、優秀な女性

応募者の増加を図る。

２）女性教員の採用比率を２０％となるよう女性教員の採用を促進する。

３）女性教職員のキャリアアップのため、大学内外における研修機会の拡大と、若手女性教職

員が直面する問題を相談できるシステム（メンター制度またはアドバイザー制度）を構築

し、優秀な人材の確保と能力の活用を図る。

２．大学運営における意思決定への女性の参画拡大

１）管理職員の男女比率を改善し、積極的に女性の管理職への登用を図る。

２）教職員・学生からの男女共同参画に関わる意見を積極的に取り入れる。

３．教育・研究・就労・修学と家庭生活との両立支援（ワークライフバランスの確立）

１）育児休業、介護休業等を取得できるよう職場環境を整備する。

２）積極的な両立支援策として、学内保育施設の良好な環境づくりに努めます。

４．性差別のない環境の構築

１）性別役割分担意識から生まれる慣行からの不利益を解消するための対策を講じる。



２）セクシュアル・ハラスメントなど人の尊厳を侵害する行為を防止し、人権を尊重する環境

を構築する。

５．男女共同参画に関する意識改革のための教育、広報・啓発活動

１）男女共同参画実現のために教育プログラムを充実させ、シンポジウム等を通じて意識改革

に取組む。

２）少人数のため孤立し易い女性教職員の連帯感を育むネットワークづくりを支援するととも

に、働き易い職場環境づくりに努める。

６．男女共同参画に関する取組みの地域社会との連携

１）男女共同参画に関する取り組みを地域の自治体・大学・関係機関と連携して進め、男女共

同参画社会の実現に資する。

（推進体制）

本基本計画は、男女共同参画推進専門委員会が推進する。

１．男女共同参画推進専門委員会は、学長補佐（男女共同参画担当）を委員長とする。

２．男女共同参画推進専門委員会は、男女共同参画事業を実施する。

（計画期間）

本基本計画の第１期の計画期間は、平成２１年度から平成２７年度までの７ヵ年とする。第１期

計画の進捗状況について、平成２４年度に中間評価を実施する。


